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抄録
目的：保健医療分野においてエビデンスに基づく政策形成の必要性が強調されているが，研究成果の
政策への利用は十分ではない．これまでの研究の多くは「政策過程」において既存の研究成果の利用
を促進する要因に焦点を当てているため，研究が実施され，研究成果が産出され，利用されるまでの
「研究過程」における要因の影響は明らかにされていない．そこで本研究は，事例分析を通じて，研
究過程において研究成果の利用を促進する要因を同定する．
方法：対象事例は，厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）の公募研究
課題「地域保健対策におけるソーシャルキャピタルの活用のあり方に関する研究」であった．この課
題は平成25～26年度に実施され，その研究成果（ソーシャルキャピタルの醸成・活用のための手引き・
マニュアル）は全国の自治体に事務連絡として発出され，厚生労働省のホームページに掲載された．
本研究課題に関連して行われた会議，打ち合わせ等の議事録を用いて，研究課題の企画・公募から，
調査研究の実施・完了，研究成果の利用までに発生した出来事，関係者（研究代表者，行政担当者，
研究事業推進官等）の行動や発言を整理し，研究過程を詳述するとともに，研究成果の利用を促進し
た要因を同定した．
結果：以下の要因が同定された．①研究の目標と成果物が明確化されたことによって，研究代表者，
行政担当者，評価委員はその共通認識のもとで各自の役割を果たすことができた．②研究事業推進官
が「知識ブローカー」として，研究者と行政担当者の両方からの信頼を獲得して両者の信頼関係を間
接的に構築する役割，研究期間の終了後も，行政担当者の異動後も，継続的に両者を結びつける役割，
複数の研究者の個別の意見を集約して行政担当者に効率的に伝達する役割，を果たしていた．③意見
交換会，連絡会議，学会でのシンポジウムなどを通じて，研究者の間に「認識コミュニティ」が構築
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I. はじめに

　研究成果の政策への利用に関しては，政治学では「ア
イディア」，つまり「研究及び調査によって得られた科
学的知識を源泉とする，政策の進むべき方向及び手段に
関する信念」[1] という認識的要因が政治に及ぼす影響
（アイディアの政治 [2]），政策科学では政策過程におけ
る「知識」の果たす役割 [3] など，古くからその重要性
が指摘されてきた．また「エビデンス」に基づく政策形
成（evedence-based policy making）[4] の考え方も普及し，

保健医療分野においても政策形成における研究成果やエ
ビデンスの利用の必要性が強調されるようになった [5-7] 
が，議会，審議会，検討会などにおける実際の政策立案
等での利用は十分に進展していないのが現状である [8-11]．
その最も大きな原因として，「two communities」 [12]，
つまり研究者と政策決定者は文化が全く異なる 2  つのコ
ミュニティに属しているため互いの交流が困難であると
いう問題が古くから指摘されているが，それを克服して
研究成果やエビデンスの利用を促進するための様々な取
り組み（開発途上国におけるプロジェクトの実施 [13-15]，

され，研究成果の全国への普及を目指して研究を遂行することができた．④研究者が保有していない
「行政管理上の知識」によって，事務連絡という研究成果の普及方法を利用することができた．
結論：①～④の要因は，政策過程だけでなく研究過程においても研究成果の利用を促進する可能性が
あることが示唆された．本研究は事例研究であるため，今後は他の事例を収集・分析し，より厳密に
利用促進要因を検討する必要がある．

キーワード：エビデンスに基づく政策形成，研究利用，研究過程，知識ブローカー，健康関連研究開
発管理

Abstract
Objectives: Evidence-based or evidence-informed policy making is encouraged in health fields, but the 
use of research evidence is limited actually. Previous studies about barriers to and facilitators of the use 
of research evidence focused on the policy process, in which policy-makers utilized evidence that had 
already existed, not on the “research process”, in which researchers were producing evidence. 
Therefore, the case study was conducted to describe the research process and to identify factors 
necessary to facilitate the use of evidence through the research process.
Methods: The case of this study was the research project which was titled “a study of the application of 
social capital in community health”and funded by Research on Health Security Control in Health and 
Labour Sciences Research Grants. This project was implemented in fiscal year 2013 and 2014, and the 
products of the project were disseminated to all the local governments with ministerial announcements 
and were published on the home page of Ministry of Health, Labour and Welfare. Using minutes of 
meetings related to this project, data about events that happened in the research process and actions of 
those concerned with the project, who included principal investigators, government officials, and a 
program officer, were collected. And then, factors facilitating the use of products of the project were 
identified. 
Results: The following factors were identified : (1) since goals and products of the research project 
were clearly specified, principal investigators, government officials, and reviewers were able to play their 
own roles on the basis of the concensus on them; (2) the program officer played the role of a knowledge 
broker, who built a relationship of trust between researchers and government officials indirectly by 
getting trust of each and who communicated the concensus of researchers to government officials 
continuously and efficiently; (3) a network of principal investigators, like an epistemic community, was 
established through meetings, conferences, and the symposium jointly held by them; (4) a ministerial 
announcement was able to be utilized as the method to disseminate the products, which was derived 
from the knowledge for the administrative management that researchers did not have.
Conclusions: It is suggested that four factors described above may be facilitators of the use of research 
evidence not only in the policy process but also in the research process. This study is a case study, 
therefore it is necessary to collect and analyses the other cases and to conduct the further resaerch.

keywords: evidence-based policy making, evidence-informed policy making, research utilization, research 
process, research management
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支援ツールの開発 [16] など）が行われている．
　研究成果の政策への利用を促進あるいは阻害する要因
に関しては，多くの研究で知見が蓄積され，いくつかの
システマティックレビュー [17-21] が行われている．そ
の中で多く指摘されている主な要因としては，研究の適
時性（研究成果が必要な時に利用できない），研究の適
合性（研究成果が現実の政策に適合していない），研究
者と政策決定者の間の関係性（相互の対話，連携，協働，
信頼など）などが挙げられる．これらの要因は研究の企
画から政策での利用までの一連のプロセスの様々な段階
で影響を及ぼすと考えられるが，このプロセスを説明す
るモデルの多く [22-26] は，すでに存在している研究成
果やエビデンスが「政策過程」においてどのように利用
されるかに焦点を当てており，研究の企画・実施，研究成
果の産出から利用までの「研究過程（research process）」
に関する検討がなされていない．一方，研究過程を含め
たモデル [27-29] や，研究過程における利用促進要因に
ついて言及している研究 [6, 19, 30-35] もみられるが，
そこでは研究過程への政策決定者の関与の重要性を指摘
するにとどまっている．したがって，研究をどのように
企画し，どのように遂行し，その成果をどのように提供
するか，という一連の研究過程において，研究者，政策
決定者等が具体的にどのような取り組みや関与を行う必
要があるかを明らかにすることによって，研究成果やエ
ビデンスの利用促進に関する新しい知見や具体的な方策
を得ることができると考えられる．
　国立保健医療科学院は，平成18年度より厚生労働科学
研究費補助金「地域健康危機管理研究事業」（現在は，
健康安全・危機管理対策総合研究事業）に係る研究費配
分機能（Funding Agency：FA）を担っている [36]．厚
生労働科学研究費補助金は，国民の保健医療，福祉，生
活衛生，労働安全衛生等に関し，行政施策の科学的な推
進を確保し，技術水準の向上を図ることを目的として，
独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関
する研究を推進している [37]．また健康安全・危機管理
対策総合研究事業は，健康危機事象（原因不明健康危機，
地震・津波等の災害有事，感染症，食品安全等）への対
応を行うため，「関係機関等との連携による体制整備方
策」，「具体的な対応力向上のための人材育成方策」，「エ
ビデンスに基づいた効果的な課題対応方策」などに関す
る知見等の開発・収集を行い，その整理・分析を通じて，
全国に普及可能な方法論等を明らかにすることを目的と
して，政策反映に資する実践的成果の期待される研究を
推進している [37]．
　FAは，本研究事業に関して，公募課題の採択，研究
費の配分，及び研究課題の評価を行うとともに，その適
正な執行を支援・審査している [36]．また研究事業企画
調整官（Program Director：PD），研究事業推進官
（Program Officer：PO）が設置され，研究課題評価（事
前，中間，事後）の運営（評価委員の選定，評価委員会
の運営，評価委員会への説明と報告，評価結果やコメン

トの取りまとめ等．ただし評価自体は行わない．），研究
課題の進捗管理（研究班会議への参加，ヒヤリング，サ
イトビジット等）の他，関連する研究開発の動向等を踏
まえて重点的に推進すべき研究領域・研究課題を同定
し [38]，本研究事業の所管課室に対する新規公募課題
の提案などを実施してきた．これらの業務を通じて様々
な研究課題の研究過程を把握してきたが，今般，本研究
事業の研究課題の研究成果が行政施策に利用された事例
を確認することができた．この事例における研究過程を
分析することによって研究成果の利用を促進するための
有用な知見を得られると考えられる．
　そこで本研究は，FAが所管した研究課題を事例とし
て，研究課題の企画立案・公募，研究課題の実施・完了，
研究成果の利用の経緯を分析することによって，「研究
過程」において研究成果の利用を促進する要因を明らか
にすることを目的とする．

II. 方法

₁．対象事例
　対象事例は，健康安全・危機管理対策総合研究事業に
おいて公募研究課題として実施された「地域保健対策に
おけるソーシャルキャピタルの活用のあり方に関する研
究」であった．この研究課題は平成25～26年度に実施さ
れ，その研究成果である「ソーシャルキャピタルの醸成・
活用のための手引き・マニュアル」が，全国の都道府県，
保健所設置市，特別区の衛生主管部局宛に事務連絡とし
て発出され，厚生労働省のホームページに掲載された．
上述したように，本研究事業の目的は「全国に普及可能
な方法論等を明らかにする」ことであることから，本研
究では，研究成果の利用を「研究事業の所管課室が，研
究課題の研究成果（手引き・マニュアル）を，全国の自
治体で活用してもらうために普及したこと」と定義し，
本事例をそれに該当する事例とした．

₂ ．対象時期
　本研究課題が実施されたのは平成25～26年度であるが，
本研究では，研究過程を「研究課題が企画・実施され，
その研究成果が利用されるまでのプロセス」と定義し，
その前後を含む平成24～27年度までを対象時期とした．

₃ ．対象者
　本事例に関与した関係者である，本研究課題を実施し
た研究代表者，本研究事業を所管した厚生労働省健康局
がん対策・健康増進課地域保健室（当時）の担当者（以
下，「行政担当者」とする），及び本研究事業を担当した
POを対象者とした．なお著者はPOとして本事例に関与
した．

₄ ．資料
　用いた資料は，本研究課題に関連して行われた会議，
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打ち合わせ等の議事録であった．議事録はPOによって
作成され，POである著者がそれを入手・使用した．

₅ ．分析方法
　研究課題の企画立案・公募から，調査研究の実施・完
了，研究成果の利用までに発生した出来事，対象者の行
動や発言を時系列で整理し，研究過程の詳細を記述した．
なお対象者の行動，発言等に関しては，その記述の前に
「（POの意図）」，「（行政担当者の行動）」などと記載し，
その記述が対象者の意図や働きかけであることがわかる
ようにした．
　そして，研究成果の利用の促進に関連があると考えら
える対象者の行動や発言，またそれらに続いて発生した
出来事について，過去の研究で指摘されている利用の促
進・阻害要因で説明が可能かどうかを検討し，説明可能
であると考えられるものを研究成果の利用を促進した要
因として抽出した．

₆ ．倫理的配慮
　本研究は，研究目的で作成されていない既存の資料
（会議，打ち合わせ等の議事録）を二次利用する形で行
われた．議事録を用いて記述された研究過程（「結果」
の全文）を関係者に送付し，事実関係の誤認がないか，
個人情報が保護されているか等，研究倫理上問題がない
ことを確認してもらい，研究過程を公表することに関し
て承諾を得た．

III. 結果

₁．研究課題の企画立案，公募，採択の経緯
　地域保健対策におけるソーシャルキャピタルの活用に
関しては，平成24年 3 月27日の地域保健対策検討会報告
書「今後の地域保健対策のあり方について」[39] におい
てその必要性が言及され，これを受けて平成24年 3 月30
日，「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」[40] 
が改訂された．この中で，「学校，企業，NPO，民間団
体等に係るソーシャルキャピタルの活用」，「ソーシャル
キャピタルの広域的な醸成」，「ソーシャルキャピタルの
核となる人材の育成」など，ソーシャルキャピタルを積
極的に活用していく方向性が示された．
　（行政担当者の意図，行動）行政担当者は，その具体
的な方策を検討するための研究課題を企画することと
なった．
　（POの意図，行動）POは，新規公募課題を設定する
際に「目標と求められる成果」（ガイドライン，マニュ
アルの策定等）と目標を達成するために必要な「採択条
件」（研究班体制，施設・設備，フィールド等）を明確
にするように行政担当者に提案した．またこれらを公募
要項に明記することによって，申請者は目標達成に向け
て効果的な研究計画を策定することができ，評価委員は
目標を達成できる条件が満たされているか（事前），目

標を達成できる見込みがあるか（中間），目標を達成し
たか（事後），という明確な基準で評価することができ
ることを説明した．
　平成24年11月 9 日，平成25年度の厚生労働科学研究費
補助金の公募が開始され，健康安全・危機管理対策総合
研究事業の新規の公募研究課題として「地域保健対策に
おけるソーシャルキャピタルの活用のあり方に関する研
究」が公募されることとなった．公募の具体的な内容は
図 1のとおりで，目標，求められる成果物，採択条件が
明記される形となっていた．
　（POの判断）POは，このような形になったことに関
して，自身の提案が影響したかどうか確認していないが，
この研究課題の成果が行政施策に利用される可能性が高
くなると認識した．
　平成25年 3 月 1 日，健康安全・危機管理対策総合研究
事業の事前評価委員会が開催され，新規課題の採択等に
ついて検討された．本公募研究課題への応募は 8課題で，
そのうち評価点数が高く，かつ採択条件に合致している
3課題が採択された．また評価委員のコメントとして「目
標に対して研究計画が不十分である」，「採択条件を満た
していない」などが多くみられた．
　（POの判断）POは，公募要項で示された目標や採択
条件を踏まえた評価がなされていたと認識した．

【一般公募型】①地域保健対策におけるソーシャルキャピタ
ルの活用のあり方に関する研究（25250101）
　ソーシャルキャピタルとは地域や人々のつながりを示すも
のであり，これを強化し，いいコミュニティを作ることは，
健康づくりに貢献すると考えられている．
　平成24年 3 月27日にとりまとめられた地域保健対策検討会
報告書（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027
ec0-att/2r98520000027ehg.pdf）では，地域保健対策は，この
ソーシャルキャピタルを活用した住民との協働により展開す
ることが必要である旨が指摘されている．また，東日本大震
災においても，被災地で人々の健康を支えたのは人と人との
絆や信頼関係であったとの指摘もある．
　このため，本研究においては，地域保健対策におけるソー
シャルキャピタルの活用を推進するため，次の 3つの観点，
　（1）地域ごと（都市部や農村部等）
　（2）分野ごと（食生活や運動等）
　（3）ソーシャルキャピタルが存在する学校や企業等
　におけるソーシャルキャピタルの活用の実態調査，分析及
び評価を行い，地域保健対策におけるソーシャルキャピタル
の活用を推進する上での課題の明確化，問題解決のための具
体的な方策を検討することを目的とする．
　本研究課題に求められる成果物は，学校や企業等との具体
的な連携方策の提案，ソーシャルキャピタルの活用による施
策有効性の評価方法の提案，全国で普遍的に活用可能なソー
シャルキャピタル形成手法の提案等とする．
　なお，課題採択にあたっては，研究班に，既にソーシャル
キャピタルの活用に関し，一定の成果を有する班員を含み，
既に成果を上げている事例等の分析のほか，他の地域等にお
ける実証を通じて，一般化するための方法論の検討が確実に
なされると考えられる課題を優先して採択する．

　研究費の規模： 1課題当たり5,000千円 ～ 8,000千円程度 
（ 1年当たりの研究費）
　研究期間: 2 年程度
　新規採択課題数: 3 課題程度

図 ₁　公募研究課題「地域保健対策におけるソーシャルキャ
ピタルの活用のあり方に関する研究」[37] 
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₂ ．研究課題の遂行（ ₁年目）の経緯
　平成25年 4 月 1 日，交付基準額通知が発出され， 3課
題の研究が開始された．研究期間は 2年間（平成25～26
年度）であった．
　（POの意図）POは， 2年後に目標を達成できるよう
に進捗管理を行うこととした．
　平成25年 7 月 1 日，健康安全・危機管理対策総合研究
事業の研究代表者を対象とした説明会が開催され，説明
会終了後，研究代表者間の意見交換会が実施された．
　（研究代表者の意図，行動）ソーシャルキャピタルに
関する 3研究課題の研究代表者はいずれもソーシャル
キャピタル醸成の「手引書」や「マニュアル」の策定を
目標とすることを表明した．
　（POの判断）POは，公募要項では，求められる成果
物が「方法の提案」と抽象的に表現されていたが，研究
代表者自身が全国の地域で活用できる具体的な成果物を
策定したいと考えていることを確認した．
　（研究代表者の意図，行動）研究代表者の間の議論の
結果， 3研究課題の成果物を「ソーシャルキャピタル醸
成のための手引書」とすることで合意した．
　（POの行動）POは，各研究代表者の強みを活かして，
それぞれに特徴のある手引書を作成することを提案した．
（POの意図）POは，ソーシャルキャピタルの醸成は様々
な領域や場面（公募要項で示された（ 1）地域ごと（都
市部や農村部等），（ 2）分野ごと（食生活や運動等），
（ 3）ソーシャルキャピタルが存在する学校や企業等）
の特性に応じて行われるが，全ての領域・場面に共通す
ると画一的で抽象的な内容となる可能性があるため，
「複数」の手引書からそれぞれの領域・場面に適した手
引書を選択してもらう方が活用されやすいと考えた．
（POの意図）またPOは，研究代表者の職歴，研究歴等
も異なるため，分野（母子，高齢者等），主体（保健部門，
他の行政部門，民間・NPO 等），アプローチ（地域づく
り，健康格差の是正等）などの点でそれぞれ特徴のある
手引書を策定できると考えた．
　（POの意図，行動）平成25年 7 月～10月，POは，意
見交換会で得られた意見等をより詳細に把握・確認する
ために，各研究代表者を対象に個別のヒヤリングを実施
した．
　（研究代表者の意図，行動）平成26年 2 月24日，研究
代表者の 1名の発案により，第73回日本公衆衛生学会総
会の公募シンポジウムに応募することとなった．シンポ
ジウムのテーマは「地域保健施策におけるソーシャル・
キャピタルを活用した戦略と戦術」で，健康安全・危機
管理対策総合研究事業のソーシャルキャピタルの研究課
題の合同企画として研究成果を発表することとなった．
　平成26年 3 月26日に本シンポジウムが採択された．
　（研究代表者，POの行動）研究代表者とPOは，演題
の抄録の確認など，メール等による情報交換を頻繁に
行った．
　（POの判断）POは，これによって研究課題間の連携

が促進されることになると認識した．
　平成26年 2 月27日，健康安全・危機管理対策総合研究
事業の中間・事後評価委員会が開催され，平成26年度継
続課題の中間評価が行われた．評価委員から「ソーシャ
ルキャピタルの概念が明確でない」というコメントが
あった．
　（研究代表者，POの意図）研究代表者とPOは，成果
物である手引書においてソーシャルキャピタルの理念か
ら実践までをわかりやすく記述する必要があることを認
識した．
　中間評価の結果， 3研究課題ともに次年度の継続が承
認され，平成26年 4月 1日から2年目の研究が開始された．

₃ ．研究課題の遂行（ ₂年目）の経緯
　平成26年 7 月 9 日，前年度と同様に研究事業の説明会
と研究代表者間の意見交換会が実施された．
　（研究代表者の意図，行動）研究代表者は，手引書を
成果物とすることを再確認し，日本公衆衛生学会のシン
ポジウムにおいて手引書の概要を発表することで合意
した．
　（POの意図，行動）POは，中間評価において「概念
が明確でない」というコメントがあったことを受けて，
中間評価に同席していた行政担当者が研究課題の成果物
（手引書）の具体性や実効性に疑問をもっている可能性
があることを危惧し，その旨を研究代表者に伝達した．
　（研究代表者，POの意図，行動）研究代表者とPOの
間の議論の結果，手引書を全国に普及するためには，行
政担当者に具体的な内容を正確に伝える必要があるとい
う認識で一致した．
　（POの意図，行動）POは，研究代表者と行政担当者
との打ち合わせを行う機会を設定することとなった．
　平成26年 9 月13日，ソーシャルキャピタル研究班の連
絡会議が開催され， 3研究課題の研究代表者，行政担当
者，POが参加した．
　（研究代表者の意図，行動）研究代表者は，「ソーシャ
ルキャピタル醸成のための手引書」を最終的な成果物と
して研究を進めていること，手引書はソーシャルキャピ
タルの基礎から実践までを含む包括的な内容で，膨大で
はあるが章立てをわかりやすくして，どこから読んでも
活用できる内容とすること，などを説明した．
　平成26年11月 7 日，第73回日本公衆衛生学会総会にお
いてシンポジウム「地域保健施策におけるソーシャル・
キャピタルを活用した戦略と戦術」が開催された．
　（研究代表者の意図，行動）研究代表者は，このシン
ポジウムが健康安全・危機管理対策総合研究事業の成果
であることを明示した上で，手引書の内容を中心とした
研究成果を発表した．
　（POの判断）POは，参加者数が会場の収容人員をは
るかに越えて，多くの立ち見がでるほど盛況であったこ
とから，関心の高さを認識した．
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₄ ．研究課題の終了から研究成果の利用までの経緯
　平成27年 2 月24日，健康安全・危機管理対策総合研究
事業の中間・事後評価委員会が開催され，平成26年度終
了課題の事後評価が行われた．評価委員からは「おおむ
ね所期の目的を達成した」といったコメントがみられ，
手引書の有用性や今後の活用への期待など，肯定的なコ
メントが多くみられた．
　（行政担当者の意図，行動）委員会の中で，行政担当
者は，厚生労働省ホームページへの掲載，事務連絡等を
通じて手引書を全国の自治体等に普及することを検討す
る旨の発言をした．
　（POの意図，行動）評価委員会終了後，POは，行政
担当者が発言した「普及」を具体的に進める上で必要な
手続き等について相談するために，行政担当者と打ち合
わせを行い，POが手引書の最終版を各研究代表者から
収集し，とりまとめることとなった．
　（POの行動）平成27年 3 月 4 日，POは各研究代表者
に，手引書を全国の自治体等に普及することになったた
め，現時点での成果物（手引書）を提出するよう依頼し
た．そして平成27年 3 月12日，POは研究代表者から提
出された手引書を行政担当者に提出した．
　（行政担当者の意図，行動）行政担当者は， 3課題の
うち 2課題は，タイトルの変更などの微修正をすること，
1課題は幅広い分野で活用できるように内容を拡充する
こと，を指示した．
　（POの行動）POは各研究代表者にその旨を連絡し，
修正を依頼した．
　（POの行動）平成27年 3 月25日，POは修正した手引
書を行政担当者に提出した．
　（行政担当者の意図，行動）行政担当者は，他の部署
に異動する予定であること，また本件については後任に
引き継いでおくことを，POに告げた．
　（POの意図）POは，確実に引き継ぎできるように 4
月の早い段階で新しい担当者に会わなければならないと
認識した．
　（POの行動）平成27年 4 月 3 日， POは新しい行政担
当者に面会し，改めて手引書を提出した．
　（行政担当者の意図，行動）行政担当者は，本件につ
いては引き継ぎされていること，しかし手引書について
は改めて内容を精査することを，POに告げた．
　（POの行動）平成27年 6 月 6 日，POは 3研究課題の
手引書の完成版を行政担当者に提出した．
　（行政担当者の意図，行動）行政担当者は， 3課題の
うちの 1課題は特定の分野に焦点が当てられているため
地域保健全体で適用することは難しいと指摘した．最終
的に， 2課題の手引書を地域保健におけるソーシャル
キャピタルの醸成・活用のための手引き・マニュアルと
して普及し， 1課題の手引書を当該分野に関係する所管
課に情報提供することとした．
　平成27年 7 月22日，全国の自治体に事務連絡が通知さ
れ，厚生労働省のホームページに手引書が掲載された．

IV. 考察

₁．「研究過程」を通じて，研究成果の利用を促進した
と考えられる要因

　本事例の研究過程において，研究の成果物（手引書）
の利用を促進したと考えられる要因として，（ 1）研究
の目標・成果物の明確化，（ 2）研究者と行政担当者を
つなぐ「知識ブローカー」，（ 3）複数の研究者で構成さ
れる「認識コミュニティ」，（ 4）研究者が保有していな
い行政管理上の知識，が抽出された．以下，それぞれに
ついて考察する．
（ ₁）研究の目標・成果物の明確化
　本事例では，まず行政担当者が公募の際に，ソーシャ
ルキャピタルを地域保健で活用するための方策を「求め
られる成果物」として明示した．そして研究者は，それ
を踏まえて，「手引書」というより具体的な成果物を自
ら設定した．また評価委員は，「目標に対して研究計画
が不十分である」，「おおむね所期の目的を達成した」な
どのコメントにみられるように，目標を達成できる見込
みがあるか，目標を達成したか，という明確な基準で評
価した．そして研究者は，それを踏まえて研究計画等を
改善した．最終的に，公募要項で示された「求められる
成果」が，研究者によって具体的かつ地域で利用可能な
手引書の形で提出されたため，行政担当者は全国に普及
できると判断した．このように，研究の企画の段階で目
標や成果物を明確にすることによって，研究過程におい
て，研究者，行政担当者，評価委員はその共通認識のも
とで各自の役割を果たすことができたと考えられる．
　厚生労働科学研究は，国民の保健医療，福祉，生活衛
生，労働安全衛生等に関して社会的要請の強い諸課題を
解決するための「目的指向型研究」を推進している[41]．
これは，研究成果の利用の類型の一つである，政策決定
者が主導して，課題を同定し，それを解決するために研
究を利用するモデル（問題解決モデル [27, 42]，政策決
定者（研究成果の利用者）による「プル」[43-45]）に相
当するが，このような類型では，研究及び政策の目標に
関する研究者と政策決定者の間の共通認識が必要であ
る [42]．また研究成果の利用を推進するためには，あ
らかじめ政策の目標や政策決定者の意図を明らかにした
上で研究者に伝えることが必要であること [46] も指摘
されており，明確化された目標とそれに対する関係者の
間の共通認識は研究成果の利用を促進する重要な要因の
一つであったと考えられる．
　公募要項は行政が研究に求める成果を研究者に伝達す
るための重要なツールであり，研究の目標・成果物が明
確に提示されることによって研究者と行政担当者が共通
の目標のもとで研究に関与することができ，また目標・
成果物の記載内容が具体的であるほど両者の認識のずれ
は小さくなると考えられる．
（ ₂）研究者と行政担当者をつなぐ「知識ブローカー」
　研究成果の利用を阻害する大きな要因である，研究者
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と政策決定者の「two communities」[12] の問題を解決
するために，両者の交流やコミュニケーション，連携や
協働が重要であることは数多くの研究 [12, 15, 17-21,27, 
29, 30, 33-35, 42] で指摘されているが，それを促進する
ための具体的な方法として「知識ブローカー（knowledge 
broker）」[19, 21, 27, 29, 47-51] の重要性が指摘されてい
る．知識ブローカーは，研究者と研究成果の利用者（政
策決定者など）の相互作用を促進するための戦略であり 
[47, 49]，その取り組みは個人，集団，組織によって実
践される [49, 50]．これまでは，知識ブローカーの不可
視性と介在性 [50] のためにその存在や活動は顕在化し
ていなかったが，近年，研究者と政策決定者の交流の機
会の創出 [47, 48]，共通の目標・アジェンダの設定 [47, 
48]，政策決定者の研究利用の能力の開発 [48, 49, 51]な
ど，その具体的な活動や役割が明らかとなっている．
　本事例では，活動範囲は限定されていたが，POが知
識ブローカーとしての役割を果たしていたと考えられる．
知識ブローカーは研究者と政策決定者のどちらの文化も
理解している必要がある [48]．本事例のPOは，公衆衛
生政策に関する研究に長年従事し，また厚生労働科学研
究費補助金の研究代表者の経験もあるため，研究（代表）
者の立場を理解していたと考えられる．また国立保健医
療科学院がFAを担当した平成18年度から継続して本研
究事業のPOとして行政的な実務（評価委員や所管課室
との調整等）を経験しているため，政策決定者の立場も
理解していたと考えられる．そしてそのような背景をも
つPOが研究代表者と行政担当者（本事例における研究
成果の利用者としての政策決定者）の意図を理解しなが
ら両者を結びつける取り組みを行っていたと考えられる．
　一つ目の役割として，知識ブローカーは研究者と政策
決定者の両方からの信頼を獲得し，両者の信頼関係を
「間接的」に構築することが挙げられる．両者の間の相
互不信は研究成果の利用を阻害する [17, 19, 48] が，公
募によって研究課題が選定される厚生労働科学研究では，
研究代表者と行政担当者は互いに面識がない場合もあり，
相互信頼を構築した上で研究を遂行することはほとんど
不可能である．本事例では，POは両者からそれぞれ信
頼を獲得するために様々な活動を行っていた．行政担当
者に対しては，平成18年度にFAを所管して以来，定期
的かつ継続的に接触し，連携をとりながら業務を遂行し
ていたが，本事例においても研究課題の企画段階での公
募要項に関する提案，研究 2年目の研究班の連絡会議の
設定，研究期間終了後の成果物のとりまとめなどを行っ
ていた．また研究代表者に対しては，研究 1年目の意見
交換会と個別のヒヤリング，研究 2年目の意見交換会，
研究班の連絡会議，学会のシンポジウム，研究期間終了
後の成果物のとりまとめなどの際に情報交換を行ってい
た．そして研究代表者，行政担当者ともに，POとの接
触を重ねた結果，互いの意図を伝えてくれる存在として
認識するようになり，円滑な相互交流ができた可能性が
ある．

　二つ目の役割として，知識ブローカーは「継続的」に
研究者と政策決定者を結びつけることが挙げられる．本
事例では，研究期間終了後に行政担当者の異動があった
が，POが 4月当初に新しい担当者と面会し，引き続き
調整を行ったため，比較的早期（ 7月下旬）に研究成果
の普及を達成できたと考えられる．担当者の異動は利用
の阻害要因である [17, 19, 31] が，知識ブローカーが継
続して関わることによって，研究者の研究が完了しても，
政策決定者が異動しても，両者の相互作用を継続するこ
とができたと考えられる．
　三つ目の役割として，知識ブローカーは「効率的」に
研究者と政策決定者を結びつけることが挙げられる．本
事例では，POは 3人の研究代表者が行政担当者と個別
にやりとりせずに済むように，研究代表者の意図を理解
しながら意見をとりまとめ，行政担当者に伝達していた．
これは，一つには，政策決定者は研究成果の利用に関与
する時間が限られている [21, 52-54] ため，行政担当者
の負担を軽減することにつながったと考えられる．もう
一つは，研究者は個別の利害や関心（例えば，論文作成，
研究費の獲得など）をもっている [15, 21] が，研究代表
者が行政担当者に個別に接触することによってそれらを
強調しないように，また行政担当者が研究代表者の個人
的な利害として認識しないようにできたと考えられる．
知識ブローカーは，研究者の個別の利害や関心を超えて
彼らの意見を集約して，研究者全員の総意を政策決定者
に端的に伝達する必要がある．
（ ₃）複数の研究者で構成される「認識コミュニティ」
　本事例では， 3つの研究班（ 3人の研究代表者）が，
意見交換会，連絡会議，学会でのシンポジウムなどを通
じて，連携を強化しながら研究を遂行することができた
が，これは研究代表者の間に認識コミュニティ
（epistemic community）[55]，つまり特定の問題への関
心や研究のバックグラウンドなどを共有する研究者や専
門家で構成されるゆるやかなつながりをもつネットワー
クが構築されたと捉えることができる．このようなコ
ミュニティやネットワークが「政策過程」に及ぼす影響
は指摘されている [56-58] が，本事例では「研究過程」
においても影響を及ぼしている可能性が示唆された．つ
まり，研究代表者は互いに連携する過程で，認識コミュ
ニティとしての総意（手引書の全国への普及）を形成し，
行政担当者はそれを研究者の個別の利害・関心を超えた
ものとして認識し，手引書の利用を検討することになっ
たと考えられる．
　認識コミュニティの構築にあたっては，日本公衆衛生
学会でのシンポジウムも大きな役割を果たしたと考えら
れる．このシンポジウムには全国の地域保健の関係者が
多数参加しており，地域保健の現場でソーシャルキャピ
タルに対する関心が極めて高いことが改めて確認され，
手引書の完成と全国への普及の必要性に関する研究代表
者の認識がさらに強化された可能性がある．
　本事例では，複数の研究班が一つの研究テーマ（公募
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研究課題）に取り組んだが，厚生労働科学研究費補助金
では公募研究課題の採択課題数を 1課題程度としている
ものが多く [59]，本事例のような形で認識コミュニ
ティを構築することは難しい状況にある．したがって今
後は， 1つの研究班の複数の研究者（研究代表者，研究
分担者，研究協力者），あるいは関連するテーマで研究
を遂行している複数の研究班（研究代表者）の間で認識
コミュニティを形成し，研究成果の政策への利用に貢献
していく必要があると考えられる．
（ ₄）研究者が保有していない行政管理上の知識
　行政において外部専門家（研究者等）の有する知識や
アイディアを政策に利用するにあたっては，政策過程の
進行管理の知識（調整手続き，慣行など）[60, 61]，専
門的執務知識（法案作成や組織内管理，組織間調整など）
[62]といった，行政管理上の知識が必要であることが指
摘されているが，本事例においてもこのような知識が有
用であったと考えられる．
　研究者自身が研究成果（手引書）を普及する方法とし
ては，郵送，ウェブ上での公表などが考えられるが，上
述したように政策決定者は研究成果の利用に関与する時
間が限られている [21, 52-54] ため，早急な対応を要し
ない研究の成果物である手引書に目を通す可能性も，ま
たウェブでの情報収集で手引書に接触する可能性も低い．
それに対して，本事例における厚生労働省からの事務連
絡は重要かつ信頼できる情報として扱われるため，全国
の多くの自治体に手引書が到達した可能性が高いと考え
られる．このような方法は行政担当者が保有する行政管
理上の知識に由来するものであり，それは研究者には思
いもつかず，かつ研究者では実践できない方法であった
と考えられる．

₂ ．本研究の問題点と今後の課題
　本研究では，「政策過程」において研究成果をどのよ
うに利用するか，という視点ではなく，研究成果を利用
するためにどのように「研究過程」を進めるか，という
新しい視点で利用の促進要因を検討した結果，研究の目
標・成果物の明確化，知識ブローカー，認識コミュニ
ティ，行政管理上の知識の要因が抽出された．これらは，
これまでの研究でも政策過程における促進要因として指
摘されてきたが，本研究においてさらに研究過程におい
ても重要な要因であることが示唆された．しかし本研究
は事例分析にとどまっているため，今後は他の事例を収
集・分析し，より厳密に利用促進要因を検討する必要が
ある．また研究分野や研究開発の性格（基礎，応用，開
発等）の異なる「研究過程」の事例を数多く収集・分析
することによって，新たな促進要因や研究分野等に特異
的な要因を抽出することが可能になると考えられる．
　本研究の問題点として，データの分析と解釈の妥当性
や客観性の問題が挙げられる．特に知識ブローカーとし
てのPOの役割に関しては，著者自身がPOであるため客
観性には限界がある．今後は第三者による検証を行う必

要があるが，その際にデータ（議事録）をどのように第
三者に提供するか検討する必要がある．本研究では，筆
者自身が当事者であったため，議事録を用いて研究過程
を記述・公表することに関して他の対象者から承諾を得
られたと考えられるが，議事録には個人情報や研究上の
秘密等に関する発言等が含まれるため，第三者への提供
に関しては承諾を得られない可能性がある．またその部
分を削除した場合，議事録の記述の正確性を損なう恐れ
もある．したがって，対象者の秘密を保持しつつ，デー
タの正確性を確保しつつ，客観的に分析・解釈を行うた
めの方法を検討する必要がある．
　今後の研究課題として，利用促進要因の影響の程度の
評価が挙げられる．これまでの研究は政策決定者を対象
とした意識調査がほとんどで実証研究が少なく [21]，実
際の政策過程における促進要因の影響が評価されていな
いこと [20, 21] が指摘されている．しかし近年，エビデ
ンス利用を促進するサービス（データベースへのアクセ
ス権の付与，テーラーメイドのエビデンス情報の提供，
知識ブローカーの配置）の無作為化比較試験の実施 [63]，
エビデンスの提供サービスの無作為化比較試験の計画
[64]などが進められており，わが国においても研究成果
やエビデンスの政策への利用を促進するための実証的研
究を推進する必要がある．
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